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広帯域移動無線アクセスシステム（ＢＷＡ）の概要 1

2.5GHz帯の割当状況

BWAシステムの特徴

 BWA（Broadband Wireless Access。広帯域移動無
線アクセスシステム）は、高速データ通信専用の移動通信
システムとして導入されている。

 モバイルWi-fiルータや携帯電話端末等に用いられている。

図 広帯域移動無線アクセスの利用シーン
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※１ 令和７年３月末時点。
※２ 陸上移動中継局を含み、屋内小型基地局及びフェムトセル基地局を除く。

括弧内は昨年度実績値との比較。
※３ （参考）KDDI株式会社の陸上移動局数：72,108,630、

ソフトバンク株式会社の陸上移動局数：59,217,891。

 BWA（Broadband Wireless Access。広帯域移動無線アクセスシステム）は、平成19年８月に制度化。
 BWAは、2.5GHz帯を使用しており、全国を１の者に割り当てる「全国BWA」、地域ごとに割り当てる「地域BWA」がある。

Wireless City Planning
（30MHz幅・全国）

地域BWA
（20MHz幅・地域）

UQコミュニケーションズ
（50MHz幅・全国）

2,545 2,6452,575 2,595 ［MHz］
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全国ＢＷＡに関するこれまでの主な経緯 2

v

３Gのデータ伝送速度を上回る高度な移動通信サービス（モバイルWiMAX）のニーズの高まりを受け、BWAシ
ステムを制度化
UQコミュニケーションズ株式会社及び株式会社ウィルコム※1の特定基地局の開設計画を認定（いずれも30MHz幅）
※１ 更生計画による株式会社ウィルコムの吸収分割の実施に伴い、平成22年12月にWireless City Planning株式会社が株式会社ウィル

コムの認定開設者としての地位を承継

平成19年８月

平成19年12月

BWAの導入・割当て（平成19年）

vBWAシステムの高度化（LTE相当）を制度化
UQコミュニケーションズ株式会社の特定基地局の開設計画を認定（20MHz幅）

平成25年７月
平成25年７月

BWAの高度化（LTE相当）・追加割当て（平成25年）

BWAのキャリアアグリゲーション技術（ＣＡ）を制度化
「電波政策ビジョン懇談会 中間とりまとめ」（平成26年７月）を踏まえ、全国BWA事業者を含む複数の事業
者によるキャリアアグリゲーションを導入

平成25年７月
平成26年９月

携帯電話とBWAの一体的運用（平成26年）

vBWAシステムの５G化を制度化令和２年８月
BWAの５G化（令和2年）

• これまで各国でW-CDMA、CDMA2000、モバイルWiMAX等に分かれていた移動通信システムがLTEに技術的に共通化
• LTEの拡張・発展としてLTE-Advancedが国際標準化。LTE-Advancedの主要技術としてキャリアアグリゲーション技術※2が導入

※２ 複数の搬送波（キャリア）を同時に用いて、１つのデータ通信
回線として運用することにより、無線通信を高速化する手法で
あり、４Ｇ（LTE－Advanced）の標準的な技術仕様の１つ



全国ＢＷＡに関する資本規制等 3

BWA導入・割当てに伴う資本規制の導入（平成19年）

携帯電話とBWAの一体的運用に伴う措置（平成26年）

 技術間競争及び新規参入の促進により、新たな無線サービスの展開と市場の活性化を図るため、全国携帯電話事業者等以外
の者に割り当て※１
※１ 電波監理審議会報告資料（平成19年５月）に基づき作成

全国携帯電話事業者の全国BWA事業者に対する出資を３分の１未満に制限する規制（資本規制） ※２を導入。
※２ 電波法第27条の12第１項の規定に基づく2.5GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針（平成19年総務省告示第457号）

 複数の事業者をまたがるキャリアアグリゲーションを認める際、周波数割当てにおける参入機会の多様性の確保や新規参入の
促進といった政策の効果を減ずることを防止するため、次の措置を講じることとした※２。
※２ 「電波政策ビジョン懇談会 中間とりまとめ」（平成26年７月）に基づき作成

①周波数を一体運用する複数の事業者が、一の周波数割当てに対し、同時に申請することを禁止
②周波数割当において申請者の周波数のひっ迫度を算定する際に、グループ（周波数を一体運用する複数の事業者等）
全体の周波数保有量を考慮

 技術の進展やモバイル市場の環境変化等を踏まえ、全国BWA周波数の更なる有効活用を図る観点から、上記の資本規制
等の在り方について、次の事業者からヒアリングを実施し、検討を進める。

• 株式会社NTTドコモ
• KDDI株式会社/UQコミュニケーションズ株式会社
• ソフトバンク株式会社/Wireless City Planning株式会社
• 楽天モバイル株式会社

本日のヒアリングの趣旨
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前回ヒアリングにおける事業者からの説明資料① 5

電波有効利用委員会資料３－３ ソフトバンク株式会社提出資料より抜粋



6前回ヒアリングにおける事業者からの説明資料②

電波有効利用委員会資料４－４ KDDI株式会社提出資料より抜粋



委員会報告骨子案 7

委員会報告骨子案（令和８年２月17日事務局）より抜粋



参照条文① 8

○電波法関係審査基準（平成13年総務省訓令第67号）（抄）

第５条 無線局の目的別の審査は、別紙２に定めるところによる。
別紙２ 第２の１(20) 広帯域移動無線アクセスシステム（2575MHzから2595MHzまでの周波数の電波を使用するものを除く。以下この

(20)及び第３の１(３)カにおいて同じ。）の無線局
イ 免許主体
（ア） 基地局及び陸上移動中継局

電気通信事業者（電気通信事業者になる見込みのある者を含む。（イ）において同じ。）であって、次に掲げる条件に適合する
ものであること。
Ａ 携帯電話事業者（携帯無線通信を行う無線局の免許を受けた者をいう。以下、このイにおいて同じ。）ではないこと。
Ｂ 法人又は団体である場合にあっては、免許主体の子法人等（一の法人又は団体がその議決権の３分の１以上を保有する他の法
人又は団体をいう。この場合において、法人又は団体の子法人等がその議決権の３分の１以上を保有する他の法人又は団体は、
当該法人又は団体の子法人等とみなす。以下このイにおいて同じ。）、親法人等（他の法人又は団体を子法人等とする法人又は
団体をいう。以下このイにおいて同じ。）及び親法人等の子法人等（免許主体を除く。）が、既存事業者（平成19年総務省告示
第457号（2.5GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件）に係る開設計画の認定により指定された周波
数を使用する基地局の免許を受けた者をいう。以下このイにおいて同じ。）及び携帯電話事業者ではないこと。

Ｃ 法人又は団体である場合にあっては、携帯電話事業者の子法人等、親法人等及び親法人等の子法人等（免許主体を除く。）が
保有する免許主体の議決権の合計が３分の１未満であること。

Ｄ 法人又は団体である場合にあっては、既存事業者（免許主体を除く。）の子法人等、親法人等及び親法人等の子法人等（免許
主体を除く。）が保有する免許主体の議決権の合計が３分の１未満であること。



参照条文② 9

○4.9GHz帯における第５世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針（令和６年総務省告示第295号）（抄）※１

一～九 （略）
十 特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項
１～８ （略）
９ 認定開設者は、認定日後新たに他の既存事業者を合併若しくは分割（無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。）若しくは
無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しの相手方とし、又は他の既存事業者等※２と別表第二の十七４㈠から㈥までに掲げる者と同等の関係と
なってはならない。

別表第二 開設計画の認定の要件
十七 申請者が次に掲げる要件を満たしていること。

１～３ （略）
４ 次に掲げる者（申請者と地域ごとに連携する者を除く。）が、本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行っていないこと。

㈠ 申請者の子法人等、親法人等又は親法人等の子法人等（申請者を除く。）
㈡ 他の法人又は団体の議決権の総数に対する申請者又は㈠に掲げる者が保有している議決権の数の合計の割合が五分の一を超え三分の一未満

である場合であって、次の（１）及び（２）に掲げる場合における当該（１）及び（２）に定める者
（１） 当該議決権の数の合計の割合の順位が単独で第一位である場合 当該他の法人若しくは団体又はその子法人等
（２） 当該他の法人若しくは団体又はその子法人等との間において別表第一の十２から４までに規定する通信を行う計画を有する場合 当

該通信に係る当該法人若しくは団体又はその子法人等
㈢ 申請者又は申請者の親法人等の議決権の総数に対する他の法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等（当

該法人又は団体を除く。）が保有している議決権の数の合計の割合が五分の一を超え三分の一未満である場合であって、次の（１）及び（２
）に掲げる場合における当該（１）及び（２）に定める者
（１） 当該議決権の数の合計の割合の順位が単独で第一位である場合 当該他の法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親

法人等の子法人等（当該法人又は団体を除く。）
（２） 当該他の法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等（当該法人又は団体を除く。）との間において

別表第一の十２から４までに規定する通信を行う計画を有する場合 当該通信に係る当該他の法人若しくは団体又はその子法人等、親法
人等若しくは親法人等の子法人等（当該法人又は団体を除く。）

㈣ 申請者の代表権を有する役員が他の法人又は団体の代表権を有する役員の地位を兼ねている場合における当該法人又は団体
㈤ 申請者の役員の地位を兼ねる他の法人又は団体の役員若しくは職員の数が、申請者の役員の総数の二分の一超である場合における当該法人

又は団体
㈥ 他の法人又は団体の役員の地位を兼ねる申請者の役員若しくは職員の数が、当該法人又は団体の役員の総数の二分の一超である場合におけ

る当該法人又は団体

※１ 他の認定の有効期間中の特定基地局の開設指針及び価額競争実施指針にも同様の規定が設けられている
※２ 既存事業者（指定済周波数を使用する基地局の免許を受けた者又は指定済周波数のうちいずれかの周波数の指定を受け開設計画の認定を受けた者）及び
広帯域移動無線アクセスシステム事業者


